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特集 : 働き方改革

東京都

京都府

（左）  厚生労働省医事課医師等医療従事者働き方改革推進室長
　　 佐々木 康輔氏

（右）  京都大学大学院医学研究科内科学講座血液内科学 教授
　　 髙折 晃史先生

日本の医療を取り巻く状況は…
高齢者の増加に伴う
医療需要の高まり

患者さんの
生活や健康状態に合わせた
総合的な医療の提供

生活習慣病・悪性腫瘍治療を
中心とする

医療ニーズの変化

我が国の医療と医師の働き方

多様な医療従事者が活躍をしつづけるために、

働きやすい環境を作っていくことが大切です。

我が国の医療と医師の働き方

これからも、医師個人の業務が増えるかもしれません。

増加する高齢の患者さんは、
治療に時間と人手が必要

医療が高度化するほど
修練に年月がかかる

我が国の医療と医師の働き方

地域に必要とされる医療を持続的に提供できる社会
の実現が必要となってきます。

・・・・・ ・・ ・・・

我が国の医療と医師の働き方

今後、こうした医療を取り巻く状況の変化が見込まれる中で、

■図1　医師の働き方改革  ～患者さんと医師の未来のために～

厚生労働省 「学ぶ」・「話す」・「作る」を叶える！医師の働き方改革解説スライド
(https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/commentary_slide/)   2024年8月閲覧

医師の働き方改革とは

2024年に新たに施行された「医師の働き方改革」

は、2019年より施行されている「働き方改革」に比べて

残業時間の上限が長いことが特徴として挙げられる。

医師の時間外労働の上限規制については、基準として

A水準を年960時間までとし、それ以上の労働時間を

必要とする医療機関はB水準、C水準として、年1,860時

間まで可能となっている。ただし、医師の健康確保の

ために、月の上限時間100時間を超えて働く場合は、

健康状態を医師がチェックする面接指導が義務付けら

れる。また、勤務間インターバルを24時間のうち9時間

取ることが義務付けられている。

厚生労働省医事課医師等医療従事者働き方改革推

進室長の佐々木康輔さんは、「これまで我が国の医療

は、医師の長時間労働により支えられてきましたが、

今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴

う医療の担い手の減少が進む中で、医師個人に対す

る負担がさらに増加することが予想されます。医師の

働き方改革は、地域医療を継続させるために、医師の

2024年4月、医師の働き方改革の新制度がスタートした。
医師が健康に働き続けることのできる環境を整備するこ
とが医療の質・安全と持続可能な医療提供体制を維持し
ていく上で重要とし、厚生労働省が推進している。こうした
状況の中、血液内科領域でも取り組みが進められている。
医師の働き方改革の推進と、血液内科診療の現状と血液
内科医の多様な働き方の実現に向けた取り組みについ
て、京都大学大学院医学研究科内科学講座血液内科学
の髙折晃史教授と厚生労働省医事課医師等医療従事者
働き方改革推進室長の佐々木康輔さんにお話を伺った。

［取材日：2024年 6月 25日］ ＊記事内容、所属等は取材当時のものです。
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医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

■ これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

■ こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

医師の働き方改革

【業務が医師に集中】

【労務管理が不十分】

長時間労働を生む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）
地域医療等の確保

医療機関が医師の労働時間
短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

地域間・診療科間の医師偏在の是正
国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進
タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

【医師の長時間労働】

＜行政による支援＞
・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）
・医師への周知啓発 等

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了 義務

Ｂ （救急医療等）

C-1  （臨床・専門研修）
1,860時間

C-2  （高度技能の修得研修）

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

医師の健康確保
面接指導

健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

現状 目指す姿

対策

一部、法改正で対応

法改正で対応

■図2　医師の働き方改革概要

厚生労働省  医師の働き方改革
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_34355.html）   2024年8月閲覧

長時間労働を改善し、医師の健康を確保することが一

番の目標となっています。医師の健康は医療安全にお

いても重要です。睡眠不足は作業能力を低下させたり、

反応の誤りを増加させたりすることがわかっています*」

と、「医師の働き方改革」の必要性について話す。

 

血液内科領域の現状と課題

「医師の働き方改革」が進められる中で、血液内科領

域の現状について京都大学医学研究科血液内科学の

髙折晃史教授は、「近年、血液疾患の患者数は、高齢化

率の上昇と治療の進歩により増加しています。私が研

修医の頃は治療が困難だった難治性の白血病やリン

パ腫等の疾患が、新規薬剤の登場やCAR-T細胞療法

や造血幹細胞移植（HSCT）等により治療可能となりま

した。一方、治療が複雑化して血液内科医1人で全てを

診療することは難しくなっています」と話す。京都大学

医学部附属病院血液内科では血液内科医の数も多く、

工夫により労働時間はA水準に収まっているという。

「しかし、多くの病院では血液内科医の数は少なく、負

担が大きいのが現状です。また、地域格差により、造血

幹細胞移植などの医療が受けられない地域も多く、当

院にも近県から治療を受けに来る患者さんが少なくあ

りません」と髙折教授は説明する。そうした患者さんは

症状が安定した後も大学病院や基幹病院に通い続け

るため、患者数は増え続け、大学病院等の血液内科医

だけで診ていくには限界がある。血液内科診療を崩壊

させないためには、持続可能な医療体制を整え、症状

の安定した患者さんは、周辺の関連病院で診てもらう

など、地域医療で支えていく必要がある。

*厚生労働省の検討会において、睡眠と疲労の関係について（第5回医師の働き方  
  改革に関する検討会 資料1-2）。
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血液疾患の地域医療連携の可能性 

髙折教授は、「当院では、心筋梗塞や糖尿病などで

症状の落ち着いている患者さんは地域に戻すことを推

進していますが、血液疾患の患者さんは、なかなか地

域のかかりつけ医に診てもらえないのが現状です」と

課題を指摘し、「例えば、一部の地域では血液疾患に対

応できる医療施設が多く、地域で患者さんを診ること

が可能ですが、全国的には少数派です」と話す。

一方、在宅医療の領域では、自宅で看取る患者さん

のために、輸血に対応できる医師も増えてきていると

いう。髙折教授は、「近年、志の高いコミュニティヘマト

ロジストも生まれ始めています。私は2024年10月開催

の『第86回日本血液学会学術集会』の会長を務めます

が、その中で、情報交換の場になればと思い、コミュニ

ティヘマトロジストのセッションを設けています。日本

血液学会としては、血液内科医の少ない地方にヘマト

ロジストを増やすことが今後の大きな課題です」と、

期待を込める。

キャリア形成しやすい環境づくり 

佐々木さんは、「労働時間の短縮、働きやすい環境

づくりなどの働き方改革は、長時間労働となりがちな

診療科の偏在対策にもつながるのではないかと考え

ています」と話す。髙折教授は、「働き方改革で労働負

担が軽減されれば、血液内科の門戸も開かれるかも

しれません。例えば、ライフイベントに対しても復帰し

やすいシステムができれば、キャリア形成しやすくな

ると思います。そういう試みで血液内科医を増やせる

可能性はあるかもしれません」と話す。京都大学医学

部附属病院では、出産後の女性医師が時短勤務で働

けるシステムもあるという。「週1日の勤務、あるいは

9時から3時までの勤務等、フレキシブルに働けるキャ

リア支援医師制度を取り入れています。また、2024年

4月からは院内保育所も稼動しています」と髙折教授

は話す。

労働時間改善のための 
タスクシフト/シェア

長時間労働の改善には、業務を上手く分散させる

タスクシフト/シェアも重要である。佐々木さんは、「血液

内科に限定したことではありませんが、多職種連携で、

例えば、医師の業務をコメディカルに上手く振り分ける

ことも長時間労働の改善に役立つと考えます。ただし、

拙速に進めると仕事が増えることへの抵抗もあるので、

しっかり話し合って理解を得ながら進めることが重要

です」と、多職種連携によるタスクシフト/シェアの課題

と対策について話す。

髙折教授は、「確かに、タスクシフト/シェアを病院で

実現することは非常に難しい作業ですが、これからの

大学病院は、そこを何とかして無駄をなくしていかな

ければ生き残れないと思います。そのためには、多職

種連携だけでなく、今後は、紹介状をある程度まで書く

AIの開発など、医療DXの導入についても考える必要

があります」と話す。

最後に髙折教授は、「医師の働き方改革が進むこと

により、地域枠では解消するのが難しい医師の地域

偏在が解消され、全国どこでも血液疾患の治療が適

切に受けられるようになることが望まれます」と展望

を述べる。


